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○茅野市生活環境保全条例 

昭和 48 年 5 月 16 日 

条例第 20 号 
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附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、茅野市環境にやさしいまちづくり条例（平成11年茅野市条例第８

号）の理念を尊重し、本市の優れた自然と水資源を永く後世に伝えるとともに、自然の

もたらす限りない恩恵を永遠に享受できるよう生活環境の保全を図り、もって住み良い

郷土の実現に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 自然からの恵沢は、人間にひとしく与えられたものであるとの観点に立ち、本市

の恵まれた環境を将来に継承することができるよう保全を図り、健康で文化的な生活環

境を確保しなければならない。 

２ おおむね標高1,600メートル以上の高度地域である高山・亜高山帯は、一度破壊され

た自然を復元することは極めて困難である。したがって、何人も、努めて地形変更を避

けるなど現存する自然を保護しなければならない。また、本市の特徴である八ヶ岳から

市街地までつながる水と緑の連携軸を保全していくことを前提として、自然的土地利用

と都市的土地利用のバランスある発展を目指さなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 「井戸」とは、地下水（温泉法（昭和23年法律第125号）による温泉を除く。以下

同じ。）を採取するための施設をいう。 

(2) 「開発」とは、次に掲げる行為をいう。 

ア 販売又は賃貸を目的とした宅地造成 

イ 販売又は賃貸を目的とした住宅の建築 

ウ 3,000平方メートル以上の土地の形状変更及び観光開発 
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エ 高さ２メートルを超える盛土又は切土を伴う土地の形状変更（ア、イ又はウに

掲げる行為を除く。） 

オ 事業の用に供する土地の区域の面積の合計が3,000平方メートル以上の太陽光発

電設備の設置（ウに掲げる行為を除く。） 

(3) 「工場」とは、営業のため物品の製造若しくは加工又は印刷の目的に使用する場

所をいう。 

(4) 「太陽光発電設備」とは、出力（隣接して設置する設備にあっては、隣接して設

置する全ての設備の合計の出力）が10キロワット以上の太陽光を電気に変換する設備

（建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。）及びその付属設備であって、発電

した電気を電気事業者に対し供給する事業に使用される設備をいう。 

(5) 「太陽光発電事業者」とは、太陽光発電設備を使用して発電した電気を電気事業

者に対し供給する事業を行う者をいう。 

（市の責務） 

第４条 市は、生活環境及び自然と水資源を適正に保全するため、総合的な保護施策を策

定しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業活動の実施に当たって、茅野市総合計画（茅野市総合計画条

例（平成28年茅野市条例第20号）第２条の規定により策定する総合計画をいう。）の土

地利用構想の理念を尊重し、生活環境が適正に保全されるよう必要な措置を講ずるとと

もに、自然と水資源の貴重なことを認識し、市が行う施策に協力しなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民（滞在者を含む。）は、生活環境が適正に保全されるよう進んで努めるとと

もに、自然と水資源の貴重なことを認識し、市が行う施策に協力しなければならない。 

 

第２章 削除 

第７条から第13条まで 削除 

 

第３章 地下水の規制 

（地下水採取の制限） 

第14条 地下水を長期間にわたって採取した場合における地下水の復元は容易ではない。

したがって、濫用は許されない。そのため地下水を使用する場合は、使用量を最小限に

とどめ地下水源の枯渇を防ぐとともに、みだりに井戸を掘り付近の水の枯渇又は地盤沈

下等の弊害を防止しなければならない。このため市は、地下水の合理的な利用と開発の

基準を定めるものとする。 

（許可） 

第15条 吐出口の断面積が６平方センチメートル以上のものを用いて、地下水を採取する

ため、井戸を掘ろうとする者は、井戸ごとにそのストレーナーの位置、揚水機の種類及

び吐出口の断面積を定めて、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 動力を用いずに地下水を採取していた者又は井戸から地下水を採取していた者で、地

下水を採取するため、揚水機の吐出口の断面積が６平方センチメートル以上のものを設

置しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず国又は県の機関がこれらの項の規定に該当する行為をしよ



 

- 3 - 
 

うとするときは、これらの項の許可を要しない。この場合において、当該国又は県の機

関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。 

（許可申請） 

第16条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 住所及び氏名（法人にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名） 

(2) 地下水の用途 

(3) 井戸の設置場所 

(4) 井戸のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口の断面積 

２ 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す図面その他市長の定める書類を添付しなけ

ればならない。 

（許可の基準） 

第17条 市長は、前条の許可の申請があったときは、茅野市環境審議会（茅野市環境にや

さしいまちづくり条例第20条に規定する審議会をいう。以下「審議会」という。）の意

見を聴き、当該申請に係る井戸が次に掲げる基準に適合しているときは、許可するもの

とする。 

(1) 地下水の合理的な利用に支障がないと認められること。 

(2) 地下水を申請の用途に供することが必要かつ適当と認められること。 

(3) 他の水をもって代えることが困難なこと。 

(4) 既設井戸（吐出口の断面積が６平方センチメートル以上）との距離が200メートル

以上離れていること。ただし、季節的に使用する井戸については、別に規則で定め

る。 

 

(5) その他規則で定める基準に適合していること。 

２ 前項の許可には、条件を付することができる。 

（届出） 

第18条 第15条の許可を受けた者は、井戸が完成したときは、15日以内に市長に届け出な

ければならない。 

（地下水利用の報告） 

第18条の２ 第15条の許可又は第20条の変更の許可を受けて地下水を採取した者は、採取

した地下水の量を市長に報告するものとする。 

（枯渇又は地盤沈下等に対する措置） 

第18条の３ 第15条の許可又は第20条の変更の許可を受けた者は、動力を用いて井戸水を

採取することにより、付近の水の枯渇又は地盤沈下等の現象が出てきたときは、直ちに

採取を中止し、原因を究明しなければならない。 

２ 井戸所有者は、前項において原因が究明されたときは、その原因に基づき当該井戸の

改良を行うとともに、被害者に対する処置を行わなければならない。当該井戸の改良が

著しく困難な場合は、廃止しなければならない。 

（経過措置） 

第19条 地下水採取のため、現に井戸を使用している者又は井戸を掘ろうとして着手して

いる者は、この条例施行後60日以内に市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定により届け出た者は、第15条の許可を受けたものとみなす。 
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（変更の許可） 

第20条 第15条の許可を受けた者又は前条により許可を受けたとみなされた者は、許可を

受けた井戸のストレーナーの位置、揚水機の種類及び吐出口の断面積を変更しようとす

るときは、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の場合においては、第16条から第18条までの規定を準用する。 

（廃止） 

第21条 第15条の許可を受けた者、第19条により許可を受けたと見なされた者又は前条の

変更の許可を受けた者は、許可を受けた井戸を廃止したときは直ちに原状回復し、市長

に届け出なければならない。 

 

第４章 開発の規制 

第１節 開発の規制 

（開発の制限） 

第22条 開発によって破壊された自然環境を復元することは、困難であり、乱開発は許さ

れない。したがって開発を行う場合は、努めて地形変更を避け、開発に起因する災害を

未然に防止し、市民の健全な生活環境を確保するため、市は基準を定めるものとする。 

２ 市は、前項の基準を定めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。 

第22条の２ 何人も、おおむね標高1,600メートル以上の地域において、開発及び次に掲

げる行為をしてはならない。 

(1) 高さ13メートルを超える建築物、鉄塔その他の工作物の新築 

(2) その他市長が環境の保全等に支障があると認める行為 

２ 前項の規定にかかわらず、現に土地の形状変更を伴う行為が行われた土地において行

う行為その他次に掲げる行為は、行うことができる。 

(1) 国又は県の機関が行う行為 

(2) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第２条第６号に規定する公園事業として行う

行為又は自然公園法施行令（昭和32年政令第298号）第１条に掲げる施設の新築、改

築又は増築で、自然公園法第20条第３項又は第21条第３項の許可を受けて行う行為 

第23条及び第24条 削除 

（許可申請） 

第25条 開発をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受

けなければならない。ただし、規則で定める開発にあっては、規則の定めるところによ

りあらかじめ市長に協議し、申請書を提出するものとする。 

(1) 住所及び氏名（法人にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名） 

(2) 開発の目的 

(3) 開発の位置及び面積 

(4) 土地の利用計画 

(5) 水の利用計画及び排水計画 

(6) 廃棄物の処理計画 

(7) 建築物及び構造物に関する計画 

(8) 工事の予定期間 

(9) 工事の施行者 

(10) その他市長が必要と認める事項 
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２ 工事に一部着手している場合であっても前項の規定を適用する。 

（許可の基準） 

第26条 市長は、前条の申請があったときは、審議会の意見を聴き、当該開発が第29条か

ら第36条までに規定する基準に適合しているときは、開発の許可をするものとする。た

だし、第３条第２号アの規定による開発の面積が3,000平方メートル未満の宅地造成、

同号イの規定による開発の面積が3,000平方メートル未満であって住宅の戸数が30戸以

下の住宅の建築又は同号エの開発（以下「小規模開発」という。）については、審議会

の意見は省略することができる。 

２ 前項の許可には条件を付することができる。 

（変更の許可） 

第27条 第25条第１項の許可を受けた者が、当該申請の内容を変更しようとするときは、

市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変

更については、申請書の提出を変更内容の届出に代えることができるものとする。 

２ 前項の許可の場合においては、前条第１項の規定を準用する。 

（完成届） 

第27条の２ 第25条の許可又は前条の変更の許可を受けた者は、当該開発が完成したとき

は、15日以内に完成届を市長に提出しなければならない。 

（国又は県に対する特例） 

第28条 第25条の規定にかかわらず、国又は県の機関が同条の規定に該当する行為をしよ

うとするときは、同条の許可を要しない。この場合において、当該国又は県の機関はあ

らかじめ市長に協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議をした者が、当該協議の内容を変更しようとするときは、あら

かじめ市長に協議しなければならない。 

第２節 開発（観光開発を除く。）の基準 

（道路公園等） 

第29条 道路その他の公共の用に供する施設（消防水利を含む。）は、次に掲げる事項を

勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上適当に配置され、かつ、規則で

定める基準に適合していなければならない。 

(1) 開発の種類、規模、形状及び周辺の状況 

(2) 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

(3) 予定建築物の用途 

(4) 予定建築物の敷地の規模及び配置 

２ 公園、緑地又は広場の面積の開発区域の面積に対する割合は、５パーセント以上とす

る。ただし、開発が用途地域の定められていない土地の区域内において行われるもので

あり、かつ、予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、都市計画法に基づく

開発許可等の基準に関する条例（平成16年長野県条例第23号）第２条の規定によるもの

とする。 

３ 前項に規定する割合は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第33条第３項の規定に

よって強化した都市計画法施行令（昭和44年政令第158号）第25条第６号及び第７号の

規定に基づいて設ける公園、緑地又は広場の面積の開発区域の面積に対する割合とす

る。 

４ 第２項に定めるもののほか、公園、緑地又は広場は、規則で定める基準に適合してい
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なければならない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、小規模開発については、市長が別に定める。 

（排水路等） 

第30条 排水路その他の排水施設は、次に掲げる事項を勘案して、開発地内における生活

に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水を有効に排出するとともに、その排出によっ

て開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適

当に配置されていなければならない。 

(1) 当該地域における降水量 

(2) 前条第１項各号に掲げる事項及び放流先の状況 

（公共用地等の確保） 

第31条 公共用地及び集会所は、規則で定める基準に適合していなければならない。 

（公共施設等の管理義務） 

第31条の２ 開発地内に居住する者は、その区域内の公園、緑地、集会所、外灯その他公

共施設等の維持管理をしなければならない。 

２ 前項に規定する維持管理に必要な経費は、開発地内に居住する者の負担とする。 

第３節 観光開発の基準 

（造成と保護） 

第32条 造成に当たっては、自然を保全するための措置が、次に掲げる事項及び規則で定

める基準に適合していなければならない。 

(1) 造成は、地形に応じて行わなければならない。やむを得ず地形を変更する場合に

あっては、最小限にとどめ、変更後はその地域に適した植生を行うこと。 

(2) 開発地内の水源地の保護及び汚染防止のため、湧水地周辺２ヘクタール以上、井

戸の周辺20アール以上及び河川流域両岸に幅30メートル以上の保護林を設けるものと

し、当該地域は分譲又は賃貸しないこと。ゴルフ場にあっては、湧水地周辺３ヘクタ

ール以上、井戸の周辺30アール以上及び河川流域両岸幅40メートル以上の保護林を設

けるものとする。 

(3) 既存の耕地との間に緑地帯を設けること。 

２ 前項第２号の湧水地及び河川は、規則で定める。 

（給水施設） 

第33条 水道施設は、水道法（昭和32年法律第177号）の認可又は確認を受けなければな

らない。 

２ 何人も、水道施設及びその周辺の清潔保持に留意し、当該施設の周囲20メートル以内

に建築物を構築してはならない。 

（廃棄物の処理） 

第34条 廃棄物（し尿及び雑排水を含む。）の処理は、施設を設け、自らの責任において

処理しなければならない。  

（排水路等） 

第35条 排水路その他の排水施設は、第30条に定めるもののほか、次の基準に適合してい

なければならない。 

(1) 洪水調整のための遊水池が適当に配置されていること。 

(2) 前条の施設から流出する排水の放流先が、規則で定める河川に放流されるよう設

計が定められていること。 
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（ゴルフ場等の造成） 

第36条 ゴルフ場又は遊園地の造成は、地形に応じた造成を行うものとし、開発区域の面

積の50パーセント以上の樹林地帯を設けなければならない。 

 

第５章 太陽光発電設備の設置等 

（太陽光発電設備の設置及び管理の適正化） 

第36条の２ 太陽光発電設備の設置及び管理に関しては、災害の防止並びに生活環境、自

然環境及び周辺景観の保全等に配慮した適切な方法によってなされなければならない。

このため、市は太陽光発電設備の設置及び管理に関する基準を定めるものとする。 

（抑制区域の指定） 

第36条の２の２ 市長は、災害の防止並びに生活環境、自然環境及び周辺景観の保全等を

図るため、太陽光発電設備の設置を抑制する区域を指定することができる。 

２ 前項の区域は、規則で定める。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、第１項の規定により指定した区域を変更し、又

は解除することができる。 

４ 市長は、第１項の規定により抑制区域を指定したとき、又は前項の規定により抑制区

域を変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示するものとする。 

（太陽光発電事業者の責務） 

第36条の３ 太陽光発電事業者は、太陽光発電設備の設置及び管理に当たっては、次に掲

げる事項について、規則で定める基準に従うとともに、災害の防止並びに生活環境、自

然環境及び周辺景観の保全等のために必要な措置を講じなければならない。 

(1) 災害の防止に関する事項 

(2) 生活環境及び自然環境の保全に関する事項 

(3) 周辺景観の保全に関する事項 

(4) 事業の運営に関する事項 

(5) 事業の廃止に関する事項 

（看板の設置） 

第36条の３の２ 太陽光発電事業者は、少なくとも次条に規定する事前協議を行う30日前

から第36条の８に規定する設置の完了の届出を提出する日まで、事業区域内の道路に面

した公衆の見やすい場所に、当該太陽光発電設備の内容を記載した看板を設置しなけれ

ばならない。 

２ 太陽光発電事業者は、第36条の７の規定に基づき、届出の内容を変更する場合は、前

項の規定により設置した看板に変更する内容を掲示しなければならない。 

３ 太陽光発電事業者は、第１項の規定により看板を設置したとき、又は前項の規定によ

り看板の掲示内容を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。 

（事前協議） 

第36条の４ 太陽光発電事業者は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措

置法（平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー特措法」という。）第９条第

１項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請又は電気事業法(昭和

39年法律第170号)第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者との発電事業に係る契

約手続き（以下「認定申請又は契約手続き」という。）をしようとするときは、あらか

じめ、市長に協議しなければならない。 



 

- 8 - 
 

（説明会の開催） 

第36条の５ 太陽光発電事業者は、前条の協議終了後、認定申請又は契約手続きをする前

に、規則で定める近隣住民等に対して、説明会を開催しなければならない。当該計画を

変更する場合も同様とする。 

２ 太陽光発電事業者は、前項の説明会の開催により、近隣住民等の理解を得るよう努め

なければならない。 

（事業計画の届出） 

第36条の６ 太陽光発電事業者は、設置工事に着手する30日前までに規則で定めるところ

により、事業計画を市長に届け出なければならない。 

（事業の変更） 

第36条の７ 太陽光発電事業者は、前条の届出の内容を変更しようとする場合は、速やか

に変更届を市長に提出しなければならない。 

（設置の完了） 

第36条の８ 太陽光発電事業者は、太陽光発電設備の設置が完了したときは、15日以内に

その旨を市長に届け出なければならない。 

（事業の廃止等） 

第36条の９ 太陽光発電事業者は、事業を廃止しようとするとき（再生可能エネルギー特

措法第９条第１項の規定による再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者にあって

は、再生可能エネルギー特措法第11条の規定により再生可能エネルギー発電事業の廃止

の届出を経済産業大臣にしたとき及び再生可能エネルギー特措法第15条の規定により再

生可能エネルギー特措法第９条第４項の認定を取り消されたときを含む。）は、その旨

を市長に届け出なければならない。 

（報告の徴収） 

第36条の10 市長は、適正な太陽光発電設備の設置及び管理のために必要な限度におい

て、太陽光発電事業者に対し、太陽光発電設備の設置及び管理に関して報告を求めるこ

とができる。 

 

第６章 緑化育成 

（緑化育成） 

第37条 緑豊かな自然環境の中で生活することは何人も希求するところであり、この緑か

らの恵沢に鑑み、市民は、樹木（草花を含む。）の保護及び緑化に努めなければならな

い。 

（建築物等の周囲の緑化） 

第38条 建築物その他の施設の設置者は、建物の敷地に樹木、花等の植栽可能な場所を確

保し、その緑化に努めなければならない。 

（工場の周囲の緑化） 

第39条 工場を新設（移築を含む。）しようとする者は、敷地内に緑地帯を設け、植樹に

努めなければならない。 

（緑化の推進） 

第40条 市長は、茅野市緑の基本計画に基づき、緑化育成を推進するものとする。 

 

第７章 合併処理浄化槽の設置等 
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（設置義務） 

第41条 公共下水道処理区域外（第34条に規定する区域を除く。次条において同じ。）に

おいて住宅等を建築し、生活排水（水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第２条第

９項に規定する生活排水をいう。以下同じ。）を公共用水域等に排水する者は、合併処

理浄化槽（浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号に規定する浄化槽をいう。以

下「浄化槽」という。）を設置しなければならない。ただし、特別な事由があると市長

が認めた場合は、この限りでない。 

（既存住宅等所有者の義務） 

第42条 公共下水道処理区域外において既存住宅等を所有し、生活排水を公共用水域等に

排水する者は、浄化槽を設置するよう努めなければならない。 

（設置手続） 

第43条 前２条の規定により浄化槽を設置しようとする者は、茅野市公害防止条例（昭和

47年茅野市条例第19号）第７条に規定する手続を行わなければならない。 

（規制基準の遵守義務等） 

第44条 第41条及び第42条の規定により浄化槽を設置した者には、茅野市公害防止条例第

９条から第14条までの規定を適用する。 

第45条から第47条まで 削除 

 

第８章 雑則 

（立入り検査） 

第48条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして他人の土地に立ち入

らせ、当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。 

２ 前項の場合において、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

（指導又は助言） 

第48条の２ 市長は、適正な太陽光発電設備の設置及び管理のために必要があると認める

ときは、太陽光発電事業者に対して、必要な措置をとるよう指導又は助言を行うことが

できる。 

（勧告） 

第49条 市長は、自然環境又は水資源の保全上必要があると認めるときは、開発を行う

者、第22条の２第１項に規定する行為をした者その他当該地域内の関係者又は第41条の

規定に違反した者に対して、期限を定めて、必要な措置をとるよう勧告することができ

る。 

２ 市長は、正当な理由なく前条の規定による指導に従わない者に対して、期限を定め

て、必要な措置をとるよう勧告することができる。 

（処置命令） 

第50条 市長は、前条第１項の規定による勧告を受けた者が、定められた期限内に必要な

処置を行わないときは、期限を定めて同条の規定による処置を行うべきことを命令する

ことができる。 

（処置の届出） 
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第51条 第49条第１項及び第２項の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた者

が、当該勧告又は命令に基づく処置をしたときは、７日以内に市長に届け出て、当該開

発又は設置について、その検査を受けなければならない。 

（停止命令） 

第52条 市長は、第50条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、必

要な限度において当該行為の一時停止を命令することができる。 

（許可の取消し） 

第52条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自然環境の保全上若しくは生

活環境の保全上又は公益上特に必要と認めるときは、この条例の規定によってした許可

を取り消すことができる。 

(1) 第15条、第20条、第25条又は第27条の規定により許可又は変更の許可を受けた者

が、当該井戸又は開発を完成させる見込がないと認めたとき。 

(2) 第18条の規定により届出をした者が、当該井戸を使用する見込みがないと認めた

とき。 

(3) その他市長が必要と認めたとき。 

（原状回復命令等） 

第53条 市長は、特に必要があると認めるときは、第15条、第17条、第20条、第25条から

第27条まで及び第29条から第36条までの規定に違反し、若しくは第17条第２項及び第26

条第２項の規定により付した条件に違反した者又は前条の規定によって許可を取り消さ

れた者に対して、その自然の保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は

原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命

ずることができる。 

（苦情及び紛争の処理） 

第54条 開発、地下水の採取及び緑化に関する苦情のある者又は紛争の当事者は、市長に

対し苦情又は紛争のあっせん若しくは調停の申し立てをすることができる。 

２ 市長は、前項による申立てがあったときは、速やかに実情を調査し、適切な処理に努

めなければならない。 

（違反者の公表） 

第55条 市長は、第50条の規定による処置命令、第52条の規定による停止命令又は第53条

の規定による原状回復命令等に従わないときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、第49条第２項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従

わないときは、当該勧告内容について公表することができる。この場合において、市長

は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対して、意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の規定により勧告内容を公表した場合において必要があると認めるとき

は、当該勧告内容及び公表の事実を国及び県に報告することができる。 

（委任） 

第56条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

 

第９章 罰則 

（罰則） 
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第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 

(1) 第50条又は第52条の規定による命令に違反した者 

(2) 第53条の規定に違反して、原状回復に代わるべき措置をとらなかった者 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 

(1) 第15条第１項若しくは第２項又は第20条第１項の規定に違反した者 

(2) 第25条第１項の規定による許可を受けないで開発をした者 

(3) 第27条第１項の規定による変更の許可を受けないで開発をした者 

(4) 第48条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

（両罰規定） 

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条から第18条、第20条、第４章、第

６章及び第７章の規定は、昭和48年７月１日から施行する。 

附 則（昭和48年10月１日条例第48号） 

この条例は、昭和48年10月15日から施行する。 

附 則（昭和49年12月17日条例第48号） 

この条例は、昭和50年２月１日から施行する。 

附 則（昭和50年３月19日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和52年３月22日条例第14号） 

この条例は、昭和52年６月１日から施行する。 

附 則（昭和55年９月20日条例第28号） 

この条例は、昭和55年12月１日から施行する。 

附 則（昭和57年６月14日条例第21号） 

この条例は、昭和57年７月１日から施行する。 

附 則（昭和59年６月16日条例第23号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年３月18日条例第10号） 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和62年６月18日条例第25号） 

この条例は、昭和62年７月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月23日条例第12号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年６月22日条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年８月１日から施行する。 

（経過処置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年６月22日条例第23号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成４年７月１日から施行する。ただし、第32条第２号及び第36条の改

正規定は、平成４年８月１日から施行する。 

（経過処置） 

２ この条例の施行の際、従前の規定によって承認又は許可を受けていた者は、なお従前

の例による。 

附 則（平成９年６月23日条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年10月１日から施行する。 

（茅野市八ヶ岳保護開発審議会条例の廃止） 

２ 茅野市八ヶ岳保護開発審議会条例（昭和42年茅野市条例第18号）は、廃止する。 

附 則（平成11年３月30日条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月29日条例第33号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年12月１日から施行する。ただし、第１条から第６条までの改正

規定、第18条の改正規定、第18条の２の改正規定（同条を第18条の３とし、第18条の次

に１条を加える部分を除く。）、第22条に１項を加える改正規定、第30条から第37条ま

での改正規定、第40条の改正規定、第６章の改正規定（第42条に係る部分に限る。）及

び第55条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、改正前の第20条第２項の規定により許可を受けている者は、改

正後の第15条第２項の規定により許可を受けた者とみなす。 

３ この条例の施行の日前に従前の規定によって届出又は許可申請をした者の承認又は許

可は、なお従前の例による。 

４ 第41条の規定は、施行の日以後に提出される建築基準法（昭和25年法律第201号）第

６条第１項の規定に基づく建築物の確認の申請から適用する。 

５ 第52条の２の規定は、この条例の施行前にした処分についても適用する。 

６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成22年３月30日条例第９号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月30日条例第14号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月27日条例第７号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和２年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の茅野市生活環境保全条例（以下「新条例」という。）の規定

は、施行日以後に再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第
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108号）第９条第１項の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定（次項にお

いて「認定」という。）を申請する太陽光発電事業について適用する。 

３ 新条例第36条の３（第５号に規定する事項に限る。）及び新条例第36条の９の規定

は、この条例の施行日前に認定を申請した事業者についても適用する。 

（経過措置） 

４ 新条例第36条の４の規定による事前協議及び新条例第36条の５の規定による説明会の

開催は、この条例の施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。この

場合において、当該事前協議及び説明会の開催は、施行日において新条例第36条の４及

び第36条の５の規定により行われたものとみなす。 

附 則（令和４年３月22日条例第１号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の茅野市生活環境保全条例（以下「新条例」という。）第36条

の９の規定による事業の廃止に係る届出は、この条例の施行日前に太陽光発電設備の設

置が完了した太陽光発電事業についても適用する。 

（経過措置） 

３ 新条例第36条の３の２の規定による看板の設置、新条例第36条の４の規定による事前

協議、新条例第36条の５の規定による説明会の開催及び新条例第36条の６の規定による

事業計画の届出は、施行日以後に新条例第36条の４に規定する認定申請又は契約手続き

をする太陽光発電事業について適用し、施行日前に認定申請又は契約手続きをする太陽

光発電事業についてはなお従前の例による。 

 

 


